
第７２号　笠松町名誉町民の選定同意 
杉山 幹夫氏、松波 一氏を町議会の同意を得て、名

誉町民に選定 
第７３号　笠松町子どもの権利に関する条例 

子どもの権利を保障し、すべての子どもたちが自由に生
き生きと育つまちを目指すとともに、子どもも大人も同じ権利
を持つ一員として、自覚と責任を持って一緒にまちづくりを
進めることを目的とする条例を制定 

第７４号　笠松町子育て支援センターの設置及び管理に
関する条例を廃止する条例 

令和４年３月6日に開館予定の新こども館において子育
て支援センター機能を集約するため、笠松町子育て支援
センターの設置及び管理に関する条例を廃止 

第７５号　笠松町こども館条例の一部を改正する条例 
新こども館が、桜町９３番地に場所を移転して開館する

ため、位置変更による所要の規定整備 
第７６号　笠松町国民健康保険条例の一部を改正する条

例 
産科医療補償制度の見直しにより、健康保険法施行

令等の一部を改正する政令において、産科医療補償制
度の掛け金の引下げ分４千円を本人の給付分の引上げ
に充てる改正がされたことに伴う所要の規定整備 

第７７号　令和３年度笠松町一般会計補正予算（第５号） 
補正額 ２００,０９４,０００円 
補正後歳入歳出予算額 ７,６１０,５５３,０００円 

［主な補正内容］ 
・公共施設巡回町民バスの車両に係る修繕費用を増額 
・かさまつ応援寄附金の申込件数増加に伴い、所要の

経費を増額 
・障がい福祉サービスの利用人数の増加に伴い、扶助

費を増額 
・放課後児童クラブでタブレット学習をするにあたりインタ

ーネット環境を整備するため委託料を計上 
・３回目のワクチン接種を実施するにあたり、必要経費を

増額 
・明治安田生命などからの寄附を活用し、母子健康診

査などに必要な備品を計上 
・事故が頻発する交差点の対策に必要な工事請負費を

増額 
・河川の浸食により危険となったサイクリングロードの一

部に仮設道路を整備するため工事請負費を増額 

・特別教室などの使用頻度の高い教室を対象にWi‐Fi
環境を構築するため工事請負費を増額 

・８月１３日～１５日の木曽川増水により、笠松みなと公園と
米野運動場が冠水したため、復旧工事に係る費用を
計上 

第７８号　令和３年度笠松町国民健康保険特別会計補正
予算（第３号） 

補正額 １３３,０００円 
補正後歳入歳出予算額 ２,１５９,５１５,０００円 

［主な補正内容］ 
・職員手当の支給状況の異動に伴う増額 

第７９号　令和３年度笠松町介護保険特別会計補正予算 
（第３号） 

補正額 １２,１７７,０００円 
補正後歳入歳出予算額 １,９４６,９１０,０００円 

［主な補正内容］ 
・地域密着型介護予防サービス費と高額介護サービス

費の給付増加に伴う保険給付費の増額 
第８０号　令和３年度笠松町下水道事業会計補正予算（第

２号） 
補正額 ８２,０００円 
補正後歳入歳出予算額 １,４０３,９０３,０００円 

［主な補正内容］ 
・職員人件費のうち、不足が生じた共済費の増額 

第８１号　笠松町議会傍聴規則の一部を改正する規則 
傍聴席の入場制限を緩和するため、所要の規定整備 

第８２号　令和３年度笠松町一般会計補正予算（第６号） 
補正額 ５７１,０４０,０００円 
補正後歳入歳出予算額 ８,１８１,５９３,０００円 

［主な補正内容］ 
・住民税非課税世帯などに対して、臨時特別給付金を

支給するにあたり、必要経費を計上 
・笠松町日本赤十字奉仕団からの寄附を社会福祉基金

に積み立てるため積立金を増額 
・子育て世帯に対して、臨時特別給付金を支給するにあ

たり、必要経費を計上 
［すべて可決］ 

　令和3年度献血推進功労者に係る表彰において、双日ロジテック株式会社 岐阜本社が岐阜県知事
表彰を受賞されました。 
　多年にわたり、献血運動の推進に積極的に協力し、顕著な活動が認められたものです。 

第4回笠松町議会定例会議決結果（12月7日開会　12月15日閉会） 

令和4年第1回定例会より、議案書を町ホームページに
掲載します。 

令和3年度　献血推進功労者表彰受賞団体 確定申告・町県民税の申告が始まります 

税の申告はお早めに 
2/16（水） 

 ～3/15（火） 

　「所得税及び復興特別所得税の確定申告」と「納税」は、2月16日（水）から3月15日（火）まで

です。ただし、税の還付を受ける申告書は、2月15日（火）以前でも直接税務署へ提出することができます。 

■岐阜南税務署の確定申告会場 
　（令和3年分の所得税及び復興特別所得税、個人事業者の消費税及び地方消費税、贈与税の申告） 

所得税及び復興特別所得税の確定申告 

会場 開設期間 開設時間 

マーサ21 
4階マーサホール 

（岐阜市正木中1丁目2番1号） 

2月16日（水）～3月15日（火） 

※土日祝日は開設していませんが、2月20日（日）、27日（日）の
2日間に限り開設します。 

※主に公的年金を受給されている方を対象とした確定申告は、2
月7日（月）～15日（火）にも開設しています。 

9：00～17：00

その他 

開設期間中、岐阜南
税務署では作成済み
の申告書の提出はで
きますが、申告書の作
成指導は行いません。 

新型コロナ対策にご協力ください 

○会場への入場には、時間枠が指定された「入場整理券」が必要です 
　「入場整理券」は当日会場で配付しますが、当日分の配付が終了した場合など配付状

況に応じて、後日の来場をお願いすることもあります。 

※国税庁のLINE公式アカウントから「入場整理券」の事前発行が 

　可能です。なお、電話による「入場整理券」の事前予約はできません。 

○会場での新型コロナウイルス感染拡大防止にご協力ください 
　入場時の検温で37.5℃以上の発熱がある場合、入場をお断りさせていただきます。また、

来場時のマスク着用、会場入口での手指消毒にご協力ください。 

▲国税庁LINE公式アカウント 
友だち追加 

住 ま い の パ イ オ ニ ア 住 ま い の パ イ オ ニ ア 
10年保証 

安藤建設株式会社 
蕁 
FAX  058-387-1515 

058-388-0077 

つ み き と え い ご  

笠 松 双 葉 幼 稚 園  
〒501-6064　岐阜県羽島郡笠松町北及66 

TEL：058-387-9155 
http://www.tsumiki.ed.jp
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